
重層的支援体制整備事業について

京都府健康福祉部地域福祉推進課
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資料４



ごみ屋敷に
住んでいる

８０５０問題 成年後見制度の相
談の増加

高齢者虐待

ダブルケアヤングケアラー

孤独死
死後事務

今見えているのは氷山の一角？
早期の対応と予防が必要では？

例えば
○80歳代の親と50歳代の子ども（無職）
○障害が疑われるが、金銭管理が難しく生活が破綻
している
○高齢の両親と精神疾患の子ども（就労経験なし）

・ケアマネだけが状況を把握し、行政等が把
握していないケース
・親以外の繋がりがない。
・子に収入はなく、生活困窮

本人達に困り感はない。親世代は地域との繋がりもある。
→親の状態が悪化したときに相談に来れる？
親がいなくなっても地域との繋がりを保てる？
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複雑化・複合化する課題や制度のはざまの課題



※厚生労働省研修資料から
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高齢、児童、障がいの各分野の中では包括的な支援のしくみがつくられてきたが複合課題
の場合、対象者別の制度だけでは問題解決につながらない。

高
齢
分
野

障
害
分
野

児
童
分
野

地域包括支援センター

地域ケア会議

介護保険事業計画

児童家庭相談

要保護児童対策
地域協議会

子ども子育て支援事業
計画

相談支援事業所

地域自立支援協議会

障害福祉計画

分野をまたいだ協働
や支援が不十分。

相談

協議

計画

2018年4月の改正社会福祉法の施行によって、包括的な支援体制の構築が市町村の努力義務化。
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包括的な支援体制の構築
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「重層的支援体制整備事業を担当することになった人に向けたガイドブック」から



※厚生労働省研修資料から6

重層的支援体制整備事業の概要
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令和５年度 重層的支援体制整備事業 長岡京市

移行準備事業 京都市

福知山市

舞鶴市

亀岡市

京丹後市

精華町

令和６年度 重層的支援体制整備事業 京都市

長岡京市

亀岡市

精華町

移行準備事業 福知山市

舞鶴市

京丹後市

綾部市

全国では・・・
R5重層的支援体制整備事業 → １８９自治体
R5移行準備事業 → ２７９自治体
R6重層的支援体制整備事業 → ３４６自治体（１５７ ）

R5年度
重層支援 １
移行準備 ６

R６年度
重層支援 ４
移行準備 ４

重層的支援体制整備事業 府内実施状況



絆 ネ ッ ト ワ ー ク の イ メ ー ジ
～地域で地域を見守るシステムの構築～

進め方

推進団体(NPO、社協など)に
専任のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置

↓
地元商店、企業、自治会など
に呼びかけ、ﾈｯﾄﾜｰｸ会議を設
置（定期に会合）

↓
見守りの仕組み（連絡体制、
ルールづくり）の検討

↓
地域課題を調査・把握し、課
題解決の優先順位付けを検討
○住民アンケートの実施 等

↓
ﾈｯﾄﾜｰｸ会議全体で新たな見守
り活動を展開
○課題に対応した見守り支援
チームの編成

現 状

高齢者の見守り
サロン活動

福祉委員会
(地区社協)

熱中症戸別訪問

民生児童委員

登下校時の見守り

ＰＴＡ・学校

交通安全教室

警察・消防
防犯ｽﾃｰｼｮﾝ

自治会

老人クラブ

地区座談会の開催

市町村社協

個々の取組はあるが、
横断的なつながりが希薄

※見守り支援チーム：絆ネットコーディネーターをリーダーとした地域課題に直接対応する
地域福祉の専門家をはじめとするメンバーで構成

(例：地域包括支援センター職員、その他相談専門員 等)

絆ﾈｯﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
(ﾈｯﾄﾜｰｸの中核的な役割を担う)

市町村

自治会
町内会

老人クラブ

民生児童委員
協 議 会

企業・商店

ファミリー
サポートセンター

保育所･学校等

ＰＴＡ保護者

警察署
消防署

府民協働防犯
ステーション

＋

市町村社会福祉協議会
福祉委員会(地区社協)

高齢者の
見守り活動

認知症研修開催、
熱中症戸別訪問 等

子どもの
見守り活動

登下校時の見守り
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、交通安全
教室 等

犯罪・事故
の防止

消費者被害(オレオ
レ詐欺)等の防止研
修、夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 等

障害者の
見守り活動

地域ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ調
査、要配慮者マッ
プの作成 等

個別課題に対応する「見守り支援チーム」※を編成

大 学

保健所

地域包括支援センター
介護保険事業所

児童相談所

障害者支援事業所 法律相談
見守りボランティア

・高齢者見守り隊
・サロン活動 等

隣保館

社会福祉法人

消費生活センター

配慮を要する方等への見守り体制
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第４次京都府地域福祉支援計画（抜粋）

第４章１地域における包括的な支援体制の整備
（１）様々な課題を包括的に相談・支援できる仕組みの推進

〔「絆ネット」の基盤を活かした地域づくり〕
京都府では、地域全体での見守り体制の構築に向け、新たな見守り活動の展開や既存の活動の
連携強化を図るため、2014（平成 26）年度から「絆ネット」事業を市町村で取り組むよう進め
てきたところです。市町村における重層的支援体制整備事業の実施に当たっても、これまで取り
組んできた「絆ネット」等の見守りネットワークの基盤を活かし、世代や属性を超えた地域づく
りを進めることが必要です。また、その際、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が
抱える課題（介護、保健医療、住まい、就労、教育等）や福祉サービスを必要とする地域住民の
地域社会からの孤立、人権問題などの各般の課題を把握し、福祉分野だけでなく、多様な関係機
関との連携により、その解決を図ることが必要です。

「絆ネット」等の見守りネットワークの基盤を活かし、地域の実情に即した
包括的な支援体制の構築や「重層的支援体制整備事業」の活用が進むよう、
市町村の取組を支援 → 後方支援事業

市町村職員に対す
る研修会の実施

府内外の先進事例
の提供

未実施市町村への個別ヒアリ
ング、アドバイザー派遣等


